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　（業務名称）　2023-2026年度法令・規程集データベースシステム構築及び運用保守等業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（公告/公示日：2023年11月14日／公告番号：２３ａ００７８６）について以下のとおり回答します。

独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部次長（契約担当）

通番 該当頁 該当項目 質問 回答

1 13頁中 規程集データについて 第２　業務仕様書
３．業務内容
3.3　システム構築業務
3.3.1　法令・規程集データベースシステムの構築
（2）対象データ
国際協力機構法令・規程集（2024 年4 月1 日内容現在）に搭載されている以
下の内部規程等を含むこと。
① 現行内部規程等364 件（見込み）
② 廃止内部規程等680 件（見込み）
③ 過去内部規程等600 件（見込み）

との記載がありますが、

【質問１】法令・規程集データベースシステムのセットアップの履行期間は、
4月中とのことですが、2024 年4 月1 日内容現在に構築するというのは、作業
開始は4月1日という意味でしょうか。

作業は、2024年4月1日以前から開始いたただくことが可能ですが、
2024年4月1日付で施行となる規程等が見込まれますので、これらを反
映した2024年4月1日時点の内容で構築してください。具体的な手順は
以下を想定していますが、詳細は契約締結後に協議のうえ決定いたし
ます。
①契約締結後速やかに：契約締結時点の既存の規程等データ提供
②2024年3月下旬目途：①より3月中旬までの期間の改正分のデータ提
供
③2024年4月上旬目途：②より4月1日までの期間の改正分のデータ提
供

2 13頁中 規程集データについて 【質問２】「① 現行内部規程等364 件（見込み）」とは、インターネットの
公開用サイトにあります、「関係法令等」「内部規程等」「国際約束」という
認識でよろしいでしょうか。

第2業務仕様書（案）の脚注2に記載のとおり、公開用サイトには非公
開規程等は含まれていません。
当回答時点での「現行内部規程等」の対象データの数は、公開用サイ
ト（https://www.jica.go.jp/joureikun/index.htm）掲載の「関係法
令等」、「内部規程等」及び「国際約束」の340件並びに公開サイト
に掲載されず非公開とされている「内部規程等」（7件）及び「国際
約束」（19件)を合計した366件となります。
入札説明書第2業務仕様書(案)の3.3.1(2)①は以下のとおり訂正しま
す。

[訂正前]「① 現行内部規程等364 件（見込み）」
[訂正後]「① 現行内部規程等366 件（見込み）」

3 13頁中 規程集データについて 【質問３】「③過去内部規程等600 件（見込み）」はどのような規程を意味し
ていますか。内部規程の時点時点での状態ですか。600 件は、どのような提供
になりますでしょうか。
また、過去の内規の登載方法は、改正時点での静的状態ではなく、データベー
ス本体に履歴として登載することを意味していますか。

過去内部規程等は、過去日付時点の内部規程等を意味します。（現行
内部規程等のうち、改正履歴があるものは改正前時点の内容です）

過去規程600件は、PDFデータでの提供を想定していますが、契約締結
後詳細を協議して決定します。

過去内部規程等のデータベース登載方法は、受注者のシステムの仕様
により、改正時点での静的状態でも、データべース本体に履歴として
登載する方法のいずれでも差し支えありません。現行規程等の履歴と
して登載することが望ましいですが、過去日付を指定して、その日時
点の規程を検索し、表示される方法でも問題ありません。

質問回答書



通番 該当頁 該当項目 質問 回答

4 13頁中 データ構築作業 （3）データ構築作業
③現行システムから新システムへのデータ移行作業を行うこと。

と記載がありますが、

【質問4】旧システムを利用してデータを抜き取る作業は落札業者が行うとい
う意味合いでしょうか。
例えば規程のHTMLデータをいただくことは可能でしょうか。

旧システムを利用してデータを取り出す作業は、原則として当機構に
て実施し、受注者に提供することを想定しています。
提供データについては、現行内部規程等はHTMLデータ、過去規程、廃
止規程はPDFデータを予定しております。

ただし、受注者側で効率的に旧システムからデータのダウンロードを
行う手段がある場合は技術提案書にてご提案ください。提案内容に
よっては技術点の評価において考慮いたします。

5 14頁中 更新機能 3.1.1　法令・規程集データベースシステムの機能要件
（３）更新機能

と記載がありますが、

【質問5】年間の更新件数はどれくらいでしょうか。

年間の更新件数は、年によって異なりますが、概ね40～50件程度で、
四半期末や年度末に集中する傾向があります。なお、改正箇所が10条
以上に及ぶような大規模な改正は、年間10～20件程度を想定していま
すが、関係法令の改正等により増減します。


